
本
書
は
、
一
九
九
〇
年
代
よ
り
精
力
的
に
日
本
の
近
世
地
域
史
研
究
に
取
り
組

ん
で
こ
ら
れ
た
山
﨑
善
弘
氏
の
最
初
の
論
文
集
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
は
、
こ
れ

ま
で
自
治
的
組
織
と
し
て
の
側
面
に
偏
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
近
世
村
落
に
つ
い

て
、
幕
藩
制
国
家
の
支
配
機
構
と
し
て
の
側
面
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
際
に
、
山
﨑
氏
が
重
視
す
る
の
が
中
間
支
配
機
構
で
、
近
世
後
期
に

は
地
主
・
豪
農
と
い
っ
た
中
間
層
が
大
庄
屋
や
「
取
締
役
」
な
ど
に
任
命
さ
れ
、

彼
ら
が
領
主
支
配
を
支
え
る
形
で
地
域
社
会
が
成
立
し
て
い
た
と
す
る
。
本
書
で

は
、「
取
締
役
」
制
を
主
な
分
析
対
象
と
し
、
こ
れ
を
「
支
配
実
現
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
」
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。
全
体
は
序
章
・
あ
と
が
き
と
七
章
か
ら
構
成
さ

れ
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序
章
│
本
書
の
課
題
と
方
法
│

第
一
章

近
世
後
期
の
領
主
支
配
と
「
取
締
役
」
制
│
大
和
・
和
泉
・
播
磨

の
清
水
領
知
を
中
心
に
│

第
二
章

寛
政
改
革
と
「
取
締
役
」
制

第
三
章

寛
政
改
革
と
地
域
支
配
構
造
の
転
換
│
惣
代
庄
屋
か
ら
「
取
締

役
」
へ
の
政
治
的
転
化
を
め
ぐ
っ
て

第
四
章

社
倉
政
策
の
展
開
と
「
取
締
役
」
制

第
五
章

天
保
改
革
と
「
取
締
役
」
制

第
六
章
「
取
締
役
」
の
武
士
身
分
へ
の
編
入

第
七
章

中
間
層
と
地
域
的
公
共
性

あ
と
が
き

第
一
章
で
は
、
本
書
が
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
畿
内
・
近
国
の
御
三
卿
清
水

領
知
の
支
配
構
造
が
分
析
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
御
三
卿
領
知
が
幕
領
に
準
じ
る
性

格
を
も
ち
、
清
水
領
知
の
脆
弱
な
支
配
組
織
を
補
完
す
る
た
め
に
川
口
代
官
所
と

村
役
人
の
間
に
組
合
村
の
統
括
者
と
し
て
「
取
締
役
」
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
、

「
取
締
役
」
は
触
伝
達
や
郡
中
入
用
割
の
他
、
社
倉
の
管
理
・
運
営
を
担
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
章
で
は
、
近
世
後
期
に
お
け
る
大
和
・
和
泉
・
播

磨
の
清
水
領
知
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
す
る
前
提
と
し
て
、「
取
締
役
」
の

概
要
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
章
で
は
、「
取
締
役
」
が
寛
政
改
革
の
政
策
の
一
環
と
し
て
創
出
さ
れ
た

も
の
で
、
本
来
は
村
々
の
自
主
性
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
性
格
を
も
つ
「
組
合
村

議
定
」
も
和
・
泉
・
播
の
清
水
領
知
で
は
領
主
支
配
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
も
の

〈
新
刊
紹
介
〉山

﨑
善
弘
著
『
近
世
後
期
の
領
主
支
配
と
地
域
社
会
│
│
「
百
姓
成
立
」
と
中
間
層
│
│
』

（
二
〇
〇
七
年
十
一
月
刊
、
二
九
〇
頁
、
六
八
〇
〇
円
、
清
文
堂
出
版
）

山

形

隆

司
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と
し
て
領
主
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
と
さ
れ
る
。
清
水
領
知
は
寛
政
七
年
（
一
七

九
五
）
か
ら
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
ま
で
幕
領
へ
支
配
替
え
に
な
る
も
の
の

「
取
締
役
」
は
「
取
締
惣
代
」
と
名
称
を
変
え
て
継
承
さ
れ
、
清
水
領
知
復
活
後

は
以
前
に
も
増
し
て
備
荒
貯
蓄
策
を
担
う
存
在
と
し
て
機
能
し
た
と
さ
れ
る
。
以

上
の
分
析
よ
り
、
山
﨑
氏
は
全
国
の
「
取
締
役
」
制
を
三
類
型
に
分
類
し
、
関
東

や
畿
内
・
近
国
が
含
ま
れ
る
類
型
の
「
取
締
役
」
制
は
領
主
支
配
政
策
の
展
開
の

中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
三
章
で
は
、「
取
締
役
」
制
創
出
の
経
緯
・
意
義
を
検
討
す
る
。
山
﨑
氏
は

「
取
締
役
」
制
を
天
明
の
飢
饉
以
後
の
惣
代
庄
屋
（
郡
中
惣
代
）
に
よ
る
年
貢
減

免
・
増
徴
反
対
闘
争
（「
御
救
」
要
求
）
に
対
し
て
、
幕
府
が
「
御
救
」
要
求
を

有
力
な
地
主
・
豪
農
層
に
転
化
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
ま
た
、
惣
代
庄
屋
制

と
「
取
締
役
」
制
と
の
構
造
的
差
異
か
ら
、「
取
締
役
」
は
代
官
と
の
委
任
関
係

に
規
定
さ
れ
、
領
主
制
下
の
官
僚
制
の
末
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た

と
す
る
。
そ
の
上
で
、
寛
政
改
革
で
は
奢
侈
・
市
場
経
済
の
抑
制
、
小
農
経
営
維

持
の
た
め
の
勘
定
所
役
人
な
ど
を
対
象
と
す
る
幕
府
官
僚
制
の
再
編
が
行
わ
れ
た

が
、
こ
れ
を
地
方
に
お
い
て
徹
底
さ
せ
る
た
め
「
取
締
役
」
が
創
出
さ
れ
た
と
結

論
づ
け
る
。

第
四
章
で
は
、
社
倉
政
策
と
中
間
層
と
の
関
連
を
考
察
す
る
。
寛
政
改
革
期
の

社
倉
政
策
で
は
、
そ
の
出
資
の
多
く
を
地
域
社
会
に
お
い
て
有
力
な
地
主
・
豪
農

層
が
担
っ
て
い
た
こ
と
、
代
官
所
は
彼
ら
を
「
社
倉
見
廻
役
」
に
任
命
し
そ
の
運

営
を
任
せ
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
「
社
倉
見
廻
役
」
は
「
取
締
役
」
を
兼

任
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
享
保
期
の
備
荒
貯
蓄
策
と
寛
政
改
革
期

の
社
倉
政
策
の
質
的
転
換
を
有
力
な
地
主
・
豪
農
が
行
っ
て
い
た
村
へ
の
「
合

力
」
を
領
主
側
が
「
御
救
」
へ
と
変
換
さ
せ
、
恒
常
的
な
「
御
救
」
体
制
の
構
築

を
意
図
し
た
こ
と
に
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

第
五
章
で
は
、
天
保
改
革
に
お
い
て
「
取
締
役
」
が
果
た
し
た
役
割
を
余
業
人

な
ど
の
取
締
り
を
素
材
と
し
て
検
討
す
る
。
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
以
降
、

幕
府
の
天
保
改
革
は
和
・
泉
・
播
の
清
水
領
知
に
も
及
び
、
地
域
の
実
情
を
把
握

し
た
「
取
締
役
」
が
余
業
取
締
り
を
実
現
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上

で
、
天
保
改
革
を
実
現
す
る
上
で
「
取
締
役
」
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
、
彼
ら
を
政
策
実
現
主
体
と
し
て
捉
え
る
。

第
六
章
で
は
、「
取
締
役
」
の
武
士
身
分
へ
の
編
入
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
播

磨
国
加
東
郡
河
合
中
村
の
三
枝
家
が
事
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
非
常
帯
刀
か
ら
常

帯
刀
へ
と
身
分
的
上
昇
を
遂
げ
、
武
士
身
分
へ
編
入
さ
れ
る
過
程
を
跡
付
け
る
。

ま
た
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
取
締
役
」
と
し
て
彼
ら
が
地
域
社
会
に
「
百
姓
成

立
」
を
保
障
す
る
こ
と
を
領
主
が
期
待
し
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
さ

ら
に
、
三
枝
家
は
武
士
編
入
後
も
在
村
し
高
を
所
持
し
続
け
、
さ
ら
に
大
き
い
権

限
を
付
与
さ
れ
地
域
経
営
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

第
七
章
は
、
終
章
と
し
て
、
中
間
層
と
地
域
社
会
の
問
題
が
地
域
的
公
共
性
と

い
う
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
地
域
的
公
共
性
に
は
各
所
領
の
惣
代

庄
屋
な
ど
が
結
集
の
核
と
な
っ
た
播
磨
国
集
会
と
清
水
領
知
で
の
「
取
締
役
」
制

と
い
う
二
つ
の
回
路
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
、
と
も
に
「
百
姓
成

立
」
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
両
者
の
核
と
な
る
中
間
層
は
前
者
が
小
豪

農
、
後
者
が
巨
大
豪
農
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
両
者
は
補
完
関
係
に
あ

り
、
前
者
が
地
域
的
「
公
」、
後
者
が
領
主
的
「
公
」
と
捉
え
ら
れ
る
。
明
治
維

新
後
、「
取
締
役
」
で
あ
っ
た
三
枝
は
播
磨
一
国
を
対
象
と
す
る
地
域
運
営
構
想

を
新
政
府
に
献
策
す
る
が
、
そ
こ
に
は
地
域
的
公
共
性
の
論
理
と
し
て
「
百
姓
成

立
」
が
用
い
ら
れ
、
こ
れ
が
新
政
府
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
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る
。
こ
の
よ
う
な
近
代
へ
の
展
望
が
述
べ
ら
れ
て
本
書
は
幕
を
閉
じ
る
。

以
上
、
簡
単
に
内
容
を
紹
介
し
た
が
、
本
書
で
展
開
さ
れ
る
論
点
は
多
岐
に
わ

た
る
た
め
、
す
べ
て
に
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
書
で
は
各

章
の
課
題
に
沿
っ
て
史
料
が
綿
密
に
分
析
・
整
理
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
近
世
地

域
史
や
そ
の
関
連
分
野
に
関
心
の
あ
る
方
は
こ
の
紹
介
を
見
る
ま
で
も
な
く
本
書

を
手
に
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
思
う
が
、
政
治
史
・
経
済
史
な
ど
に
関
心
の
あ
る

方
に
も
ご
一
読
を
お
す
す
め
し
た
い
。
こ
の
野
心
的
で
問
題
提
議
に
満
ち
溢
れ
た

試
み
が
、
読
者
に
多
く
の
刺
激
を
与
え
る
こ
と
を
確
信
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
芦
屋
市
立
美
術
博
物
館
）
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